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５ 経過措置 

 

（免税事業者等からの仕入れに係る経過措置） 

【答】  

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者（消費者、免税事業者又は

登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」といいます。）からの課税仕入れについ

ては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、

仕入税額控除を行うことができません（消法30⑦）。 

ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっ

ても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられていま

す（注）（28年改正法附則52、53）。 

   経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。 

期 間 割 合 

令和５年10月１日から令和８年９月30日まで 仕入税額相当額の 80％ 

令和８年10月１日から令和 10年９月30日まで 仕入税額相当額の 70％ 

令和 10年10月１日から令和 12年９月30日まで 仕入税額相当額の 50％ 

令和 12年10月１日から令和 13年９月30日まで 仕入税額相当額の 30％ 

（注） 令和６年10月１日以後に開始する課税期間においては、一の免税事業者等から行う当

該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で課税期間

に応じた一定の金額を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過

措置は適用できません。 

 課税期間に応じた一定の金額は、次のとおりです。 

課 税 期 間 金 額 

令和６年 10月１日から令和８年９月 30日まで 

の間に開始する課税期間 
税込み 10億円 

令和８年10月１日以後に開始する課税期間 税込み１億円 

 

なお、この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保

存が要件となります。 

  １ 帳簿 

原則的な記載事項に加え、例えば、「80％控除対象」「免」など、経過措置の適用を受ける

課税仕入れである旨の記載が必要となります。 

具体的には、次の事項となります。 

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 

② 課税仕入れを行った年月日 

問 113 適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、免税事業者等からの仕入税額相当額の一定

割合を控除できる経過措置があるそうですが、この場合の仕入税額控除の要件について教え

てください。【令和８年４月改訂】 
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③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容（課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課

税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡

等に係るものである旨）及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨 

④ 課税仕入れに係る支払対価の額 

 （参考１） ③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、

個々の取引ごとに「80％控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記

載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や

「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経

過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80％控除対象」

などと表示する方法も認められます。 

 

２ 請求書等 

    区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります（区分記載請求書等に記載すべき事

項に係る電磁的記録を含みます。）。 

    具体的には、次の事項となります。 

① 書類の作成者の氏名又は名称 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象資産の

譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨） 

④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 

⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 

（参考２） 免税事業者等から受領した請求書等の内容について、③かっこ書きの「軽減対

象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税

込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書等に追記して保存するこ

とが認められます。 

      なお、提供された請求書等に係る電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態

で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。 

 

【区分記載請求書等の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

請求書 
○○㈱御中 

㈱△△ 
●年■月分 請求金額    43,600 円 
 ■月１日 割りばし   550 円 
 ■月３日 牛  肉  ※ 5,400 円 

： 
        合  計  43,600 円 

（10％対象 22,000 円） 
（８％対象 21,600 円） 

※は軽減税率対象 

追記が可能 
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（適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用等） 

【答】 

適格請求書発行事業者以外の者（消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者）

からの課税仕入れであっても、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、仕入税額相当額の

一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています（28年改正法附則 52、

53）。 

ただし、当該経過措置の適用は、取引の相手方が適格請求書発行事業者以外の者である場合

に限りませんので、例えば適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号のない請求書等を

含め、区分記載請求書等の記載事項を満たしたものの保存がある場合には、一律に、当該経過

措置の適用を受けることとなります。 

（令和８年 10月１日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用） 

【答】 

適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、区分記載請求書等と同様の記載

事項が記載された請求書等及び一定の記載がされた帳簿の保存があれば、当該課税仕入れに係

る仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることが

可能です（28年改正法附則 52、53）。 

 経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。 

期 間 割 合 

令和５年 10月１日から令和８年９月 30日まで 仕入税額相当額の 80％ 

令和８年10月１日から令和 10年９月30日まで 仕入税額相当額の 70％ 

令和 10年10月１日から令和 12年９月30日まで 仕入税額相当額の 50％ 

令和 12年10月１日から令和 13年９月30日まで 仕入税額相当額の 30％ 

本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断する

こととなります。 

役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として、その約した役務の全部が完了

した日になります。したがって、ご質問の場合、令和８年 10月 20日が課税仕入れを行った日

となることから、経過措置の適用に当たっては、仕入税額相当額の 70％の割合を用いて計算す

問 113－２ 当社は、仕入先が多数あり、登録番号の記載のない請求書の交付を受けることも多

くあります。この場合、登録番号の記載のない請求書等に係る課税仕入れについて、適格請

求書発行事業者から交付を受けたものを含め、一律に、その仕入税額相当額の一定割合を仕

入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けてもよいでしょうか。【令和６年４月追

加】 

問 113－３ 当社は免税事業者と取引を行っています。例えば、令和８年９月 21 日から提供を受

けている役務について同年 10 月 20 日に完了し、同月 31 日に代金を支払う場合、仕入税額

相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用に当たっては、80％と70％

のどちらの割合を用いて計算すればよいでしょうか。また、役務の提供ではなく、商品の仕

入れである場合はどうなりますか。【令和８年４月追加】 
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ることとなります。 

他方、商品の仕入れ（資産の譲受け）の場合の課税仕入れの時期は、原則として、その引渡

しのあった日となります。そのため、令和８年９月 21日から同月 30日までの仕入れについて

は、仕入税額相当額の 80％、令和８年 10月１日から同月 20日までの仕入れについては、仕入

税額相当額の 70％の割合を用いて計算することとなります。 

 

（短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用） 

【答】 

法人税の計算においては、前払費用の額で、その支払った日から１年以内に提供を受ける役

務に係るものを支払った場合にその支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属

する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認めることとされており（所得税につ

いても同様です。）、消費税の計算についても、当該取扱いの適用を受ける前払費用（以下「短

期前払費用」といいます。）に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行

ったものとして取り扱うこととしています（以下「短期前払費用の取扱い」といいます。）（基

通 11－３－８）。 

また、適格請求書発行事業者以外の者に対して支払った短期前払費用について、区分記載請

求書等と同様の記載事項が記載された請求書等及び一定の記載がされた帳簿の保存があれば、

当該短期前払費用を支払った日の属する課税期間において、適格請求書発行事業者以外の者か

らの課税仕入れに係る仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の

適用を受けることが可能です（28年改正法附則 52、53）。 

 経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。 

期 間 割 合 

令和５年 10月１日から令和８年９月 30日まで 仕入税額相当額の 80％ 

令和８年10月１日から令和 10年９月30日まで 仕入税額相当額の 70％ 

令和 10年10月１日から令和 12年９月30日まで 仕入税額相当額の 50％ 

令和 12年10月１日から令和 13年９月30日まで 仕入税額相当額の 30％ 

ご質問のように、令和８年１月中に支払った令和８年分の保守料金について短期前払費用の

取扱いを受けていることを踏まえ、令和８年３月期の申告においては、１年間分の保守料金全

額について仕入税額相当額の80％の割合により本経過措置の適用を受けることとして差し支え

ありません。 

なお、当該経過措置の適用を受けた短期前払費用の金額が契約変更等により変動した場合は、

問 96《見積額が記載された適格請求書の保存等》にあるように、変動が生じた課税期間におけ

問 113－４ 当社は、３月決算法人です。取引先との保守契約に基づき、毎年１月にその年１年

間分（１月から 12月分）の保守料金を支払った上で、短期前払費用として処理しています。

当該取引先は適格請求書発行事業者ではないのですが、令和８年３月期の消費税の確定申告

において、令和８年１月に支払う令和８年１月から 12 月分の保守料金の全額について、そ

の仕入税額相当額の80％を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることがで

きますか。【令和８年４月追加】 
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る課税仕入れに係る消費税額に加算又は減算することとなりますが、この場合、当初の申告時

に当該経過措置の適用を受けた割合（ご質問の場合 80％）により加算又は減算することとなり

ます。 

  （参考） 適格請求書等保存方式における短期前払費用の取扱いは、問 98≪短期前払費用》を

ご参照下さい。 

 

（小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置〈２割特例〉） 

【答】 

令和５年10月１日から令和８年９月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者

（免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。）が適格

請求書発行事業者となる場合（注）には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期

間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金

額に係る消費税額の合計額を控除した残額に８割を乗じた額（以下「特別控除税額」といいま

す。）とすることができる経過措置（以下「２割特例」といいます。）が設けられています（28

年改正法附則51の２①②）。 

（注） 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適格請求書発行事業

者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が１

千万円以下である場合には、原則として、２割特例の適用を受けることができます。 

また、２割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないと

いう制限はなく、申告書に２割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けるこ

とができます（28年改正法附則51の２③）。 

なお、２割特例の適用を受けることができない課税期間については、問115《２割特例の適用

ができない課税期間①》及び問116《２割特例の適用ができない課税期間②》をご参照ください。 

 

 《２割特例を適用した場合の納付税額の計算イメージ》 

 納付税額 ＝ 売上税額 － 特別控除税額（売上税額の８割） 

     ⇒ 売上税額の２割 

 

 

 

 

 

 

問 114 適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、適格請求書発行事業者の登録により課税事

業者となった免税事業者については、消費税の申告について簡易に計算できる経過措置（２

割特例）があるそうですが、その内容について教えてください。【令和５年４月追加】【令

和８年４月改訂】 
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《適用可能期間》 

（例） 本来免税事業者である個人事業者又は法人（12月決算）が適格請求書発行事業者とな

る場合 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

（小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置〈３割特例〉） 

【答】 

令和９年及び令和10年分の課税期間において、個人事業者である免税事業者（免税事業者が

「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。）が適格請求書発行事業

者となる場合(注)には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標

準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額

の合計額を控除した残額に７割を乗じた額（以下「特別控除税額」といいます。）とすることが

できる経過措置（３割特例）が設けられています。（28年改正法附則51の３①②） 

（注） 個人事業者である課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適

格請求書発行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の

課税売上高が１千万円以下である場合には、原則として、３割特例の適用を受けることが

できます。 

また、３割特例は、２割特例と同様、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しな

ければならないという制限はなく、申告書に３割特例の適用を受ける旨を付記することにより、

適用を受けることができます（28年改正法附則51の３③）。 

 なお、３割特例の適用を受けることができない課税期間については、問115－２《３割特例の

適用ができない課税期間》をご参照ください。 

 

 

  

 

 

 

          

     

免税事業者      

問 114－２ 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）の適用可能期間が終了

した後においても、適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となった個人事業者につ

いては、２割特例と同様の経過措置があるそうですが、その内容について教えてください。

【令和８年４月追加】 

令和９年分 令和８年分 令和７年分 令和６年分 令和５年分 

登録日 

(令和５年 10 月１日) 

適格請求書発行事業者 

令和８年９月 30 日 

２割特例が適用可能な期間 

【参考】 

 令和10年４月１日以降は、３割特例の計算の対象となる課税標準である金額から、

特定少額資産の譲渡の対価の額が除かれることになります。 
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《３割特例を適用した場合の納付税額の計算イメージ》 

 納付税額 ＝ 売上税額 － 特別控除税額（売上税額の７割） 

     ⇒ 売上税額の３割 

 

《適用可能期間》 

（例）本来免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者となる場合 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

（２割特例の適用ができない課税期間①） 

【答】 

２割特例は、適格請求書発行事業者の令和５年10月１日から令和８年９月30日までの日の属

する各課税期間において、免税事業者（「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免

税事業者を含みます※。）が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます（28年

改正法附則51の２①）。 

ただし、以下の課税期間については、２割特例の適用を受けることはできません。 

※ 適格請求書等保存方式の開始前である令和５年９月30日以前の期間を含む申告について

は、２割特例の適用はありません。詳細については、問116《２割特例の適用ができない

課税期間②》をご参照ください。 

【国外事業者が恒久的施設を有しない場合】 

① ２割特例の適用を受けようとする課税期間の初日において恒久的施設（所得税法又は法

人税法に規定する「恒久的施設」をいいます。）を有しない国外事業者が令和６年10月１日

以後に開始する課税期間（28年改正法附則51の２①） 

【過去の売上が一定金額以上ある場合】 

   ② 基準期間の課税売上高が１千万円を超える課税期間（消法９①） 

   ③ 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適 

用が制限される課税期間（消法９の２①） 

   ④ 相続（注１）・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の

問 115 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）は、基準期間の課税売上高

が１千万円を超える課税期間などについては適用できないとのことですが、具体的に教えて

ください。【令和５年４月追加】【令和６年４月改訂】 

令和 10 年分 

き 

令和９年分 

き 

令和８年分 

き 

令和７年分 

き 

令和６年分 

き 

令和５年分 

き 

２割特例が適用可能な期間 

登録日 

(令和５年 10 月１日) 

令和８年９月 30 日 

免税 
事業者 

 適格請求書発行事業者 

３割特例が適用可能な期間 
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適用が制限される課税期間（消法10、11、12） 

    （注）１ 相続のあった課税期間について、当該相続により事業者免税点制度の適用が制

限される場合であっても、適格請求書発行事業者の登録が相続日以前であり、他

の事由により２割特例の適用が制限される課税期間でなければ、２割特例の適用

を受けることができます（28年改正法附則51の２①三）。 

  【新たに設立された法人が一定規模以上の法人である場合】 

   ⑤ 新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が

制限される課税期間（消法12の２①、12の３①） 

  【高額な資産を仕入れた場合】 

   ⑥ 「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後２年以内に一般課税で調整対象固

定資産(注２)の仕入れ等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提

出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(注３)（消法９⑦） 

（注）２ 調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の 

額（税抜き）が100万円以上の棚卸資産以外の資産をいいます（消法２①十六、消

令５）。 

（注）３ 免税事業者に係る登録の経過措置（28年改正法附則44④）の適用を受けて適格

請求書発行事業者となった者は、「課税選択届出書」の提出をして課税事業者とな

っていませんので、これに該当することはありません。 

   ⑦ 新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、一般課税で調整対 

象固定資産の仕入れ等を行ったことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

（消法12の２②、12の３③） 

   ⑧ 一般課税で高額特定資産（注４）の仕入れ等を行った場合（棚卸資産の調整の適用を受けた 

場合）において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間（消法12の４①②④） 

（注）４ 高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額（ 

税抜き）が１千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます（消法12の

４①、消令25の５①）。 

   ⑨ 一般課税で金又は白金の地金等を仕入れた金額の合計額（税抜き）が200万円以上である

場合において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間（消法12の４③④、消令25の

５④） 

  【課税期間を短縮している場合】 

⑩ 課税期間の特例の適用を受ける課税期間（注５） 

 （注）５ 課税期間の特例の適用を受ける課税期間とは、「消費税課税期間特例選択届出

書」の提出により、課税期間を一月又は三月に短縮している課税期間であり、課

税期間の特例の適用（不適用）により一の課税期間とみなされる課税期間も含み

ます（消法19）。 
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（３割特例の適用ができない課税期間） 

【答】 

３割特例は、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和９年及び令和10年に含まれる各

課税期間において、免税事業者（「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業

者を含みます。）が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます（28年改正法附

則51の３①）。 

ただし、個人事業者である適格請求書発行事業者であっても、以下の課税期間については、

３割特例の適用を受けることはできません。 

 

【国外事業者が恒久的施設を有しない場合】 

① ３割特例の適用を受けようとする課税期間の初日において恒久的施設（所得税法に規定

する「恒久的施設」をいいます。）を有しない国外事業者である課税期間（28年改正法附則

51の３①） 

【過去の売上が一定金額以上ある場合】 

   ② 基準期間の課税売上高が１千万円を超える課税期間（消法９①） 

   ③ 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適 

用が制限される課税期間（消法９の２①） 

   ④ 相続（注１）があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限さ

れる課税期間（消法10、11、12） 

    （注）１ 相続のあった課税期間について、当該相続により事業者免税点制度の適用が制

限される場合であっても、適格請求書発行事業者の登録が相続日以前であり、他

の事由により３割特例の適用が制限される課税期間でなければ、２割特例の適用

を受けることができます（28年改正法附則51の３①）。 

  【高額な資産を仕入れた場合】 

   ⑤ 「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後２年以内に一般課税で調整対象固

定資産(注２)の仕入れ等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提

出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(注３)（消法９⑦） 

（注）２ 調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の 

額（税抜き）が100万円以上の棚卸資産以外の資産をいいます（消法２①十六、消

令５）。 

（注）３ 免税事業者に係る登録の経過措置（28年改正法附則44④）の適用を受けて適格

請求書発行事業者となった者は、「課税選択届出書」の提出をして課税事業者とな

っていませんので、これに該当することはありません。 

   ⑥ 一般課税で高額特定資産（注４）の仕入れ等を行った場合（棚卸資産の調整の適用を受けた 

場合）において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間（消法12の４①②④） 

（注）４ 高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額（ 

問 115－２ 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置（３割特例）は、基準期間の課

税売上高が１千万円を超える課税期間などについては適用できないとのことですが、具体的

に教えてください。【令和８年４月追加】 
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税抜き）が１千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます（消法12の

４①、消令25の５①）。 

   ⑦ 一般課税で金又は白金の地金等を仕入れた金額の合計額（税抜き）が200万円以上である

場合において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間（消法12の４③④、消令25の

５④） 

  【課税期間を短縮している場合】 

⑧ 課税期間の特例の適用を受ける課税期間（注５） 

 （注）５ 課税期間の特例の適用を受ける課税期間とは、「消費税課税期間特例選択届出

書」の提出により、課税期間を一月又は三月に短縮している課税期間であり、課

税期間の特例の適用（不適用）により一の課税期間とみなされる課税期間も含み

ます（消法19）。 
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（２割特例の適用ができない課税期間②） 

【答】 

２割特例は、適格請求書発行事業者の令和５年10月１日から令和８年９月30日までの日の属

する各課税期間において、免税事業者（「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免

税事業者を含みます。）が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます（28年改

正法附則51の２①）。 

一方で、令和５年10月１日より前から「課税選択届出書」の提出により引き続き課税事業者

となる同日を含む課税期間※、つまり、適格請求書等保存方式の開始前である令和５年９月30

日以前の期間を含む課税期間の申告については、２割特例の適用を受けることはできません（28

年改正法附則51の２①一）。 

  ※ 適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した事業者であって、「課税選択届出書」の提出

により令和５年10月１日を含む課税期間の初日から課税事業者となる事業者（注）については、

当該課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することにより、「課税選

択届出書」を失効させることができます（28年改正法附則51の２⑤）。 

この場合、当該登録申請書の提出により、適格請求書発行事業者となった場合においては、

登録日から課税事業者となり、当該課税事業者となった課税期間から２割特例を適用できる

こととなります。 

なお、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない場合であっても、令和５年10月

１日を含む課税期間の翌課税期間以後については、基準期間の課税売上高が１千万円以下で

ある場合には、問115≪２割特例の適用ができない課税期間①≫の課税期間に該当しない限

り、２割特例を適用することができます。 

（注） 上記の「「課税選択届出書」の提出により令和５年10月１日を含む課税期間の初日か

ら課税事業者となる事業者」とは、当該課税期間から初めて課税事業者となる事業者

をいうのであり、「課税選択届出書」の提出により令和５年10月１日を含む課税期間よ

り前の課税期間から課税事業者となっていた事業者は、該当しません。そのため、対

象外となる事業者においては、令和５年10月１日を含む課税期間中に「消費税課税事

業者選択不適用届出書」を提出したとしても、当該課税期間につき「課税選択届出書」

を失効させることはできません。また、結果として当該課税期間においては２割特例

を適用できないこととなります。 

  

問 116 課税選択届出書の提出により納税義務の免除が制限されている場合であっても小規模事

業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）の適用を受けられない場合があるとのこ

とですが教えてください。【令和５年４月追加】【令和５年 10月改訂】 
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《消費税課税事業者選択不適用届出書の提出に係る特例》 

（例）令和５年10月１日を含む課税期間を対象として課税選択届出書を提出した個人事業者が当

該届出書を失効させる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（課税選択届出書を提出しても２割特例の適用ができる場合） 

【答】 

２割特例は課税選択届出書の提出により課税事業者となった事業者も適用を受けることがで

きますが、令和５年 10 月１日より前から同届出書の提出により引き続き課税事業者となる同

日を含む課税期間、つまり、令和５年９月 30日以前の期間を含む課税期間の申告については、

２割特例の適用を受けることはできません（注１）（28 年改正法附則 51の２①）。 

課税選択届出書の効果は、原則として、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間から

生じるところ、ご質問の場合、その効果は令和６年１月１日から生じるため、令和５年分につ

いては、令和５年 10 月 1 日（適格請求書発行事業者の登録日）から令和５年 12 月 31 日まで

の期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて申告を行うことになり、令和５

年９月 30日以前の期間を含まないことから、２割特例の適用を受けることができます（注２）。 

（注）１ 「課税選択届出書」の提出により令和５年 10 月 1 日の属する課税期間から課税事

業者となった事業者が、同日より前に登録申請書を提出している場合は、「消費税課税

事業者選択不適用届出書」を当該課税期間の末日までに提出することで、令和５年 10

月 1日を含む課税期間に係る申告につき２割特例の適用を受けることができます（そ

の場合、上記と同様、登録日から課税期間の末日までの期間に行った課税資産の譲渡

等及び特定課税仕入れについて申告を行うことになります。）。 

問 116－２ 私は、今まで免税事業者であったものの、令和５年に入ってから適格請求書発行事

業者の登録申請書を提出し、令和５年 10 月１日から適格請求書発行事業者（課税事業者）

となった個人事業者です。当該登録申請書の提出に当たり、課税選択届出書も同時に提出し

たのですが、その提出日によっては令和５年分の確定申告において２割特例が適用できない

ことがあると聞きました。私のような場合には、令和５年分の申告において２割特例を適用

できますか。【令和６年４月追加】 

課税事業者 

選択届出書 

     

 

 

          

   

免税事業者 
課税事業者 

⇒ 免税事業者 

適格請求書 

発行事業者 

（課税事業者） 

適格請求書発行事業者 

（課税事業者） 

 

 
登録申請書 

令和６年分       令和５年分 令和４年分 

登録日 
(令和５年 10月１日) 

２割特例適用不可 

⇒ ２割特例適用可 遡って届出書を失効 

課税事業者 

選択不適用

届出書 

※令和５年 12 月 31 日までに提出 
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２ 令和６年１月１日から課税事業者となる効果が生じますが、令和６年分の申告にお

いても、基準期間である令和４年分の課税売上高が１千万円以下である場合には、原

則として、２割特例の適用を受けることができます。 

 

（２割特例や３割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択） 

【答】 

簡易課税制度を適用して申告する場合には、原則として、その適用を受けようとする課税期

間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。 

この点、２割特例や３割特例の適用を受けた適格請求書事業者が、その適用を受けた課税期

間の翌課税期間に係る確定申告期限(注２)まで（その適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和

８年９月30日以前に終了する場合においては、その翌課税期間中(注３）に、その翌課税期間から

簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄

する税務署長に提出した場合には、その翌課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択

届出書」を提出したものとみなされます（28年改正法附則51の２⑥、51の３⑤）。 

したがって、例えば、令和７年分まで２割特例により申告を行った個人事業者が令和８年分

の確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書（令和８年分から簡易課税制度の適用

を受ける旨を記載したもの）」を提出すれば、令和８年分から、簡易課税制度の適用を受けるこ

とができます。 

（注）１ 簡易課税制度を適用して申告する場合には、２割特例や３割特例と異なり、原則と

して事前の届出が必要となりますので、ご留意ください。 

２ 翌課税期間に係る確定申告期限が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休

日その他一般の休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に当たる場合

はこれらの日の翌日、法人の確定申告書の提出期限の特例（消法45の２①）その他の

規定により消費税申告書の提出期限が延長される場合は、その延長後の提出期限とな

ります。 

３ 課税期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休

日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日であったとしても、これらの日

の翌日とはなりませんのでご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

  

問 117 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）の適用を受けていましたが、

翌課税期間から２割特例が適用できなくなるため、簡易課税制度の適用を受けたいのですが、

いつまでに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すればよいですか。【令和５年４月追加】

【令和８年４月改訂】 
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  《消費税簡易課税制度選択届出書の提出に係る特例》 

   （例） 個人事業者が２割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間（令和８年10月１日以

後に終了する課税期間）において簡易課税制度の適用を受けるとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （例） 法人（９月決算）が令和７年９月期において２割特例の適用を受けた場合において、

その翌課税期間（令和８年９月30日以前に終了する課税期間）から簡易課税制度の適

用を受けるとき 

 

          

   

適格請求書発行事業者 

（２割特例） 
適格請求書発行事業者 適格請求書発行事業者 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

          

   

適格請求書発行事業者 

（２割特例） 
適格請求書発行事業者 適格請求書発行事業者 

 

 

令和９年分 

き 

令和８年分 

き 

令和７年分 

き  

簡易課税制度の適用 

令和８年分確定申告期限（令和９年３月 31 日）までに提出 

※令和８年分から適用する旨を記載 

消費税簡易
課税制度 

選択届出書 

令和８年９月期中に提出 

※令和８年９月期から適用する旨を記載 

令和９年９月期 令和８年９月期 令和７年９月期 

 

簡易課税制度の適用 

消費税簡易
課税制度 

選択届出書 
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（例） 法人（10月決算）が令和７年10月期において２割特例の適用を受けた場合において、

その翌課税期間（令和８年10月１日以降に終了する課税期間）から簡易課税制度の適

用を受けるとき 

 

          

   

適格請求書発行事業者 

（２割特例） 
適格請求書発行事業者 適格請求書発行事業者 

 

 

 

 

 

 

（２割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合） 

【答】 

ご質問の場合、消費税の申告方法は、仕入控除税額について実額で計算する「一般課税」、業

種ごとに決められたみなし仕入率を適用し仕入控除税額を計算する「簡易課税制度」、そして、

適格請求書等保存方式を機に免税事業者から適格請求書発行事業者となった方を対象に、売上

税額の２割を納税額として計算する「２割特例」による方法があります。 

貴社の行っている事業は、「卸売業」に該当し、簡易課税制度を適用して申告する場合、90％

のみなし仕入率が適用されることになりますので、２割特例を適用するよりも、消費税の納付

金額が少なくなると考えられます。 

２割特例については、適用を受ける旨を確定申告書に付記することで適用できますが、簡易

課税制度は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課

税制度選択届出書」を提出する必要があります（注１・２）。しかし、免税事業者が登録日から課税

事業者となる経過措置の適用を受ける場合には、その登録日の属する課税期間から簡易課税制

度の適用を受ける旨を記載した届出書をその課税期間中（注３）に提出すれば、その課税期間から、

簡易課税制度の適用を受けることができることとされています。 

したがって、ご質問のような前提のもと、令和６年９月期の申告について簡易課税制度の適

用を選択する場合には、課税期間の末日（令和６年９月 30日）までに「消費税簡易課税制度選

択届出書」を提出する必要があります。 

問 117－２ 当社は、ハンドメイド作家が作成した雑貨を仕入れ、小売店に販売する事業を営ん

でいる法人です。これまで免税事業者でしたが、令和５年 10 月１日から適格請求書発行事

業者となり、令和６年９月期について初めて消費税の確定申告を行います。このような場合、

消費税の納付税額を軽減できる２割特例や、簡易課税制度も適用できると思いますが、どの

ような方法により消費税の申告を行えばよいのでしょうか。【令和６年４月追加】【令和８

年４月改訂】 

令和８年 10 月期確定申告期限までに提出 

※令和８年 10 月期から適用する旨を記載 

令和９年 10月期 令和８年 10月期 令和７年 10月期 

 

簡易課税制度の適用 

消費税簡易
課税制度 
選択届出書 
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なお、多額の設備投資などがあり、課税仕入れ等に係る消費税額が課税売上げに係る消費税

額を上回る場合、一般課税であれば還付税額が生じますが、簡易課税制度や２割特例を適用し

ている場合には、通常、還付税額が生じることはありませんので、その点も踏まえ申告方法を

ご検討ください。 

（注）１ 簡易課税制度は、課税期間の基準期間における課税売上高が 5,000万円以下である

場合に限り、適用することができます。 

２ 簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、２年間継

続して適用した後でなければ、その適用をやめることはできません（適用を開始した

課税期間の初日から２年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費

税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することはできません。）。 

３ 課税期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休

日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日であったとしても、これらの日

の翌日とはなりませんのでご留意ください。 

 

（参考） 免税事業者が登録日から課税事業者となる経過措置についての詳細については、問

７《免税事業者が令和５年10月１日から令和11年９月30日までの日の属する課税期間中

に登録を受ける場合》を、簡易課税制度を選択する場合の手続等についての詳細につい

ては、問９《簡易課税制度を選択する場合の手続等》を、それぞれご参照ください。 

事業区分 みなし仕入率 該当する事業 

第１種事業 90％ 
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しない

で他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 

第２種事業 80％ 

小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しない

で販売する事業で第１種事業以外のもの)、農業・林業・漁業（飲

食料品の譲渡に係る事業）をいいます。 

第３種事業 70％ 

農業・林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除く）、鉱業、

建設業、製造業（製造小売業を含みます。）、電気業、ガス業、

熱供給業および水道業をいい、第１種事業、第２種事業に該当

するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役

務の提供を除きます。 

第４種事業 60％ 

第１種事業、第２種事業、第３種事業、第５種事業および第６

種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 

なお、第３種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金

を対価とする役務の提供を行う事業も第４種事業となります。 

第５種事業 50％ 

運輸通信業、金融・保険業 、サービス業（飲食店業に該当する

事業を除きます。）をいい、第１種事業から第３種事業までの事

業に該当する事業を除きます。 

第６種事業 40％ 不動産業 
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（３割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合） 

【答】  

消費税の申告方法は、仕入控除税額について実額で計算する「一般課税」、業種ごとに決めら

れたみなし仕入率を適用し仕入控除税額を計算する「簡易課税制度」による方法のほか、小規

模個人事業者の令和９年及び令和 10 年に含まれる各課税期間については、売上税額の３割を

納税額として計算する「３割特例」が設けられています。 

ご質問のように、行っている事業が「小売業」に該当する場合、簡易課税制度を適用して申

告することで、80％のみなし仕入率が適用されることになりますので、３割特例を適用するよ

りも、消費税の納付金額が少なくなると考えられます。 

また、２割特例や３割特例の適用を受けた事業者については、その適用を受けた課税期間の

翌課税期間に係る確定申告期限まで（注１）に、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を受ける

旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出した場合

には、その翌課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができることとされています（注

２・３）。 

なお、多額の設備投資などがあり、課税仕入れ等に係る消費税額が課税売上げに係る消費税

額を上回る場合、一般課税であれば還付税額が生じますが、簡易課税制度や３割特例を適用し

ている場合には、通常、還付税額が生じることはありませんので、その点も踏まえ申告方法を

ご検討ください。 

（注）１ 翌課税期間に係る確定申告期限が、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休

日その他一般の休日、土曜日又は 12月 29 日、同月 30日若しくは同月 31日に当たる

場合はこれらの日の翌日、法人の確定申告書の提出期限の特例（消法 45の２①）その

他の規定により消費税申告書の提出期限が延長される場合は、その延長後の提出期限

となります。 

２ 簡易課税制度は、課税期間の基準期間における課税売上高が 5,000万円以下である

場合に限り、適用することができます。 

３ 簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、２年間継

続して適用した後でなければ、その適用をやめることはできません（適用を開始した

課税期間の初日から２年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費

税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することはできません。）。 

  

問 117－３ 私は、卸売業者から雑貨を仕入れ、消費者に販売する事業を営んでいる個人事業者

ですが、インボイス制度を機に課税事業者となり、これまでは２割特例を適用して消費税の

申告を行っていました。令和８年をもって２割特例を適用することができなくなるため、今

後は３割特例や簡易課税制度を適用することも検討していますが、どのような方法により消

費税の申告を行えばよいのでしょうか。【令和８年４月追加】 
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事業区分 みなし仕入率 該当する事業 

第１種事業 90％ 
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しない

で他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 

第２種事業 80％ 

小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しない

で販売する事業で第１種事業以外のもの)、農業・林業・漁業（飲

食料品の譲渡に係る事業）をいいます。 

第３種事業 70％ 

農業・林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除く）、鉱業、

建設業、製造業（製造小売業を含みます。）、電気業、ガス業、

熱供給業および水道業をいい、第１種事業、第２種事業に該当

するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役

務の提供を除きます。 

第４種事業 60％ 

第１種事業、第２種事業、第３種事業、第５種事業および第６

種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 

なお、第３種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金

を対価とする役務の提供を行う事業も第４種事業となります。 

第５種事業 50％ 

運輸通信業、金融・保険業 、サービス業（飲食店業に該当する

事業を除きます。）をいい、第１種事業から第３種事業までの事

業に該当する事業を除きます。 

第６種事業 40％ 不動産業 


